
議案第７４号 

 

三田市立認定こども園条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 三田市立認定こども園条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

  令和６年８月２０日提出 

 

三田市長 田 村 克 也    



三田市条例第  号 

 

三田市立認定こども園条例の一部を改正する条例 

 

 三田市立認定こども園条例（令和５年三田市条例第２７号）の一部を次のように

改正する。 

 第３条の表に次のように加える。 

三田市立認定こども園ありまふじ幼稚園 三田市志手原８８１番地 

  付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 市長は、この条例の施行の日前においても、この条例の施行に関し必要な準備

行為を行うことができる。 

（三田市立幼稚園条例の一部改正） 

３ 三田市立幼稚園条例（昭和３９年三田市条例第１５号）の一部を次のように改

正する。 

第２条の表三田市立志手原幼稚園の項、三田市立小野幼稚園の項、三田市立母

子幼稚園の項及び三田市立高平幼稚園の項を削る。 

第３条の表三田市立志手原幼稚園の項、三田市立小野幼稚園の項、三田市立母

子幼稚園の項及び三田市立高平幼稚園の項を削る。 

 


